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撮影地点②：富山市粟島町（滑川方面を望む）

撮影地点①：富山市小西地区（高岡方面を望む）
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発行・お問合せ先

富山市役所
建設部　建設政策課
〒930-8510
富山市新桜町7-38
 TEL 076-443-2091(直通)
 FAX 076-443-2187

国土交通省
富山河川国道事務所
調査第二課・用地第二課
工務第二課
〒930-8537
富山市奥田新町２番１号
 TEL 076-443-4701(代表)
 FAX 076-443-4703
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国道８号豊田新屋立体に関しては下記までお気軽にお問合せ下さい。
● 用地の補償について　　　　　　　富山河川国道事務所　用地第二課　　　　　ＴＥＬ ０７６-４４３-４７０７ 直通）
● 整備の計画・設計について　　　　富山河川国道事務所　調査第二課　　　　　ＴＥＬ ０７６-４４３-４７１７ 直通）
● 工事について　　　　　　　　　　富山河川国道事務所　工務第二課　　　　　ＴＥＬ ０７６-４４３-４７１１ 直通）
● 整備に伴う市道等の計画について　富山市役所　建設部　建設政策課　　　　　ＴＥＬ ０７６-４４３-２０９１ 直通）
● 国道８号豊田新屋相談窓口　　　　富山河川国道事務所　富山国道維持出張所　ＴＥＬ ０７６-４３８-６４４８ 直通）

　豊田新屋立体のご意見、ご質問を受け付ける「国道
8 号豊田新屋相談窓口」を富山国道維持出張所 1 階

（住所：富山市中島一丁目 2-16）に常設していますので、
お気軽にお越しください。
　また、現場対応により、不在にする場合があります
ので、来訪される場合は、事前に確認のお電話をお願
いいたします。

今はここです

豊田新屋立体は、現道を拡幅して立体化する道路事業です。以下の３ステップで進めていきます。

　ステップ①：現在の国道８号が高架橋部の工事の支障となるため、迂回道路を整備します。

　ステップ②：国道８号利用交通は迂回道路を利用してもらいつつ、高架橋を整備します。

　ステップ③：国道８号利用交通は完成した高架橋を利用してもらいつつ、歩道および側道を整備します。

豊田新屋立体　工事ステップ概要
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横断図 平面図
【凡例】 整備箇所 車両等通行箇所
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